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奈良県最低賃金の改正決定について答申 

 

 

 

 奈良地方最低賃金審議会（会長 伊藤 忠通）は、平成２５年８月２３日に本審議会を開催

し、本年７月５日に奈良労働局長（荒川 あや子）から諮問を受けた奈良県最低賃金の改正決

定について答申を行った。 

 答申による引上げ額等は次のとおりである。 

 

最 低 賃 金 の 件 名 
現     行 平 成 ２５年 度（ 今 回 の 答 申 ） 

時  間  額 時  間  額 引 上 げ 額 引 上 げ 率 

奈 良 県 最 低 賃 金 ６９９円 ７１０円 １１円 １．５７％ 

 

 今回の答申は、現下の最低賃金を取り巻く状況や、関係労使からの意見等そして最低賃金に

関する実態調査結果など踏まえ、数次にわたる審議の結果なされたものである。 

 奈良労働局長（荒川 あや子）は、今回の答申の内容について８月２３日付けで「奈良地方

最低賃金審議会の意見に関する公示」を行った。 

 この公示では、当該改正決定に異議のある関係労使は９月９日までに異議の内容及び理由を

異議申出書で提出することとしている。 

 異議申出がなければ、官報公示を経て、効力発生は本年１０月２０日からとなる予定である。 

 異議申出があれば、異議の内容等について本審議会において再度審議が行われる。 
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                                                              （参  考） 
 

平成２５年度の審議会経過について 

 

「本審議会」 

  第１回  Ｈ２５．６．１２  第４３６回 奈良地方最低賃金審議会 

  第２回  Ｈ２５．７． ５  第４３７回 奈良地方最低賃金審議会（諮問） 

  第３回  Ｈ２５．７．２２  第４３８回 奈良地方最低賃金審議会 

  第４回  Ｈ２５．８． ９  第４３９回 奈良地方最低賃金審議会 

  第５回  Ｈ２５．８．２３  第４４０回 奈良地方最低賃金審議会（答申） 

 

 

 

「専門部会」 

  第１回  Ｈ２５．７．２２  奈良県最低賃金専門部会 

  第２回  Ｈ２５．７．２４  奈良県最低賃金専門部会 

  第３回  Ｈ２５．８． ９  奈良県最低賃金専門部会 

  第４回  Ｈ２５．８．１２  奈良県最低賃金専門部会 

  第５回  Ｈ２５．８．１９  奈良県最低賃金専門部会 

  第６回  Ｈ２５．８．２０  奈良県最低賃金専門部会 

  第７回  Ｈ２５．８．２２  奈良県最低賃金専門部会 

 

 

 

奈良県最低賃金の推移 

 

年 度 最低賃金額（時間額） 引上げ額 引上げ率 

平成 21年度 ６７９円  １円 ０.１５％ 

平成 22年度 ６９１円 １２円 １.７７％ 

平成 23年度 ６９３円  ２円 ０.２９％ 

平成 24年度 ６９９円  ６円 ０.８７％ 

平成 25年度 ７１０円 １１円 １.５７％ 

 

 


